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(57)【要約】
　本発明は、車載カメラ・システムを用いた路面状態を
割り出すための方法および装置に関し、以下のステップ
を包含している：
　車載カメラ・システムによって、車両周辺部の少なく
とも一枚の画像を撮影するステップ。該少なくとも一枚
の画像を、路面被覆物の存在を示す間接的証拠を割り出
すために、該車載カメラ・システムを備えた車両（Ｅ）
が、或いは、他の車両（Ｆ）が、該路面を通過するする
タイミングで、評価する。割り出された間接的証拠が、
路面被覆物の同定の際に考慮されるステップ。路面被覆
物の同定結果、或いは、それより導かれた摩擦係数推定
は、ドライバー・アシスタント機能に対して、車両制御
機能に対して、或いは、ドライバーに対する情報として
出力されることが好ましい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下のステップを包含していることを特徴とする車載カメラ・システムを用いた路面被
覆物を同定するための方法：
－　車載カメラ・システムによって、車両周辺部の少なくとも一枚の画像を撮影するステ
ップ、
－　該少なくとも一枚の画像が、一台の車両（Ｅ，　Ｆ）が該路面を通過している時の路
面被覆物の存在を示す間接的証拠を割り出すために、評価されるステップ、
－　割り出された間接的証拠が、路面被覆物の同定の際に考慮されるステップ、
－　路面被覆物の同定結果が出力されるステップ。
【請求項２】
　画像中の路面、車両、車両ガラスへの降水の影響が、間接的証拠として、画像処理によ
って割り出されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　間接的証拠として、車両（Ｅ，　Ｆ）の少なくとも一つのタイヤが通過する路面被覆物
の影響が、画像処理によって割り出されることを特徴とする請求項１或いは２に記載の方
法。
【請求項４】
　路面被覆物の存在を示す間接的証拠を得られる少なくとも一枚の少なくとも一領域が、
割り出されることを特徴とする請求項１から３のうち何れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　少なくとも一枚の画像内の該領域が、各々一種の路面被覆物に帰属するクラスの集合に
対して割り出された間接的証拠を描写する分級手段に供給されることを特徴とする請求項
４に記載の方法。
【請求項６】
　自車両（Ｅ）のタイヤが該路面を通過する時に路面被覆物の存在を示す間接的証拠を割
り出せるように、該車載カメラ・システムが、自車両（Ｅ）の周辺領域の後方（３，　１
ｅ，　１ｆ）に向けられた、及び／或いは、側方（１ｃ，　１ｄ）に向けられた捕捉領域
を有していることを特徴とする請求項１から５のうち何れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前方を走行している、前方を横切っている、或いは、前方から向かってくる車両（Ｆ）
が、該路面を通過している画像を評価することによって、路面被覆物の存在を示す間接的
証拠を割り出せるように、該車載カメラ・システムが、自車両（Ｅ）前方への捕捉領域（
２，　１ａ，　１ｂ）を有していることを特徴とする請求項１から６のうち何れか一項に
記載の方法。
【請求項８】
　車両（Ｅ，　Ｆ）が該路面を通過している時の路面被覆物の存在を示す間接的証拠に、
路面被覆物の巻き上げられた内容物も包含されることを特徴とする請求項１から７のうち
何れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　路面被覆物の存在の間接的証拠に、前方を走行している、前方を横切っている、或いは
、前方から向かってくる車両（Ｆ）が該路面を通過したことに起因する車載カメラ・シス
テムの視野内における見通しの妨害も包含されることを特徴とする請求項１から８のうち
何れか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　車両（Ｅ，　Ｆ）が該路面を通過している時の路面被覆物の存在を示す間接的証拠に、
路面被覆物に残るタイヤの跡が包含されることを特徴とする請求項１から９のうち何れか
一項に記載の方法。
【請求項１１】
　路面被覆物の存在の同定において、降水と言う間接的証拠、及び／或いは、車両（Ｅ，
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　Ｆ）が該路面を通過する際の路面被覆物の存在の間接的証拠の他にも、様々な路面被覆
物の付加的、典型的、汎用的特徴を検出し、考慮することを特徴とする請求項１から１０
のうち何れか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　上記分級手段に、割り出された間接的証拠をそれぞれの路面被覆物に帰属させることが
できるようにトレーニングされたニューラルネットワークが、包含されていることを特徴
とする請求項５から１１のうち何れか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　路面被覆物の同定結果が、路面状態識別の、或いは、路面クラス分類の結果と組み合わ
された上で、摩擦係数推定が実施されることを特徴とする請求項１から１２のうち何れか
一項に記載の方法。
【請求項１４】
　車両周辺部の少なくとも一枚の画像を撮影できるように構成されている車載カメラ・シ
ステム、降水によって、及び／或いは、車両（Ｅ，　Ｆ）が該路面を通過することによっ
て路面被覆物の存在を示す間接的証拠を割り出すために、該少なくとも一枚の画像の評価
を実施できるように構成されている評価ユニット、割り出された間接的証拠を考慮したう
えで路面被覆物を同定することができるように構成されている同定ユニット、並びに、割
り出された結果を出力する出力ユニットを包含することを特徴とする路面被覆物を同定す
るための装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載カメラ・システムを用いた路面状態を割り出すための方法および装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ドライバー・アシスタント・システムは、その役割として、ドライバーをサポートし、
将来的に、道路交通を安全なものとし、交通事故件数を減らすことに貢献するものである
。中でも、カメラベースのドライバー・アシスタント・システムは、車両の周辺部を捕捉
するものである。要するに、フロントガラスの後ろに配置されるカメラ・システムが、ド
ライバーの視覚のように車両前方部を捕捉している。このようなアシスタント・システム
の機能的範囲は、ハイビームの自動切り替えから制限速度の認識や表示のみならず、レー
ンからの逸脱や迫っている衝突に対する警告までもを網羅している。カメラ・システムに
よるもの以外にも、レーダーセンサーやライダーセンサー、レーザースキャナーなどが、
他の車両や、保護されていない道路使用者、即ち、歩行者や自転車など、並びに、インフ
ラストラクチャー、即ち、ガードレールや信号などの認識も可能にしている。即ち、直接
的車両周辺部をより正確に描写する前提は、今日、既に整ったと言えよう。
【０００３】
　将来的には、車両の自動化率は、高くなる一方であろう。そのため、車両におけるセン
サー類の搭載率も、飛躍的に高まるであろう。高度に或いは完全に自動化された車両には
、多数且つ多種のセンサー類、例えば、３６０°全方位への視野を可能にする特に好まし
くはカメラによるシステムも、搭載されているであろう。
【０００４】
　ドライバーの運転任務の中でも、路面状態から、タイヤと路面間の摩擦係数を正しく推
定し、これに走行スタイルを対応させることは、重要な任務である。将来、高度に或いは
完全に自動化された車両は、この運転任務の少なくとも一部を担わなくてはならない。そ
のためには、システム的に道路状態を正しく捕捉し、推定することは、不可欠となる。
【０００５】
　特許文献１には、温度センサー、超音波センサー並びにカメラを備えた路面認識システ
ムが開示されている。センサー類から得られた温度データ、粗度データ、画像データ（路
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面データ）は、フィルター処理され、基準データと比較され、その比較に対して安全率が
生成される。この、フィルター処理された路面データと基準データとの比較から、道路表
面の状態が、割り出される。道路表面（例えば、コンクリート、アスファルト、汚れ、草
、砂、砂利など）とその状態（例えば、乾燥、凍結、積雪、湿潤など）は、このようにし
て、分類できる。
【０００６】
　特許文献２には、３Ｄカメラ、例えば、ステレオ・カメラを用いた摩擦係数推定のため
の方法と装置が、開示されている。３Ｄカメラを用い、少なくとも一枚の車両周辺の画像
が撮影される。該３Ｄカメラの画像データからは、車両前方全域において、道路表面の凹
凸プロファイルが、作成される。該凹凸プロファイルから、車両前方の道路表面のその場
所で予測される摩擦係数が推定される。特別に割り出された凹凸プロファイルから、個々
のケースにおいて、道路表面の、例えば、雪に覆われている、或いは、ぬかるみの野道な
どへの分類が可能である。
【０００７】
　特許文献３は、３Ｄカメラを用いた道路表面の状態を割り出すための方法並びに装置を
開示している。３Ｄカメラによって、車両前方に横たわる周辺部の少なくとも一枚の画像
を撮影する。３Ｄカメラの画像データから走行方向に対して横向きの複数のラインに沿っ
て道路表面の凹凸プロファイルが分析される。割出された凹凸プロファイルから、道路表
面の状態が認識される。オプション的には、割り出された凹凸プロファイルに加え、３Ｄ
カメラの少なくとも一つの単眼カメラの２Ｄ画像データが、例えば、テクスチャー分析や
パターン分析によっても評価され、道路表面の状態の認識のために用いられる。
【０００８】
　しかしながら、既知の方法では、必要とされるセンサー類に高い要求が課せられている
。即ち、上記の方法や装置では、クラス分類結果が十分に頑健なものとなるように、カメ
ラに加え、付加的に温度センサーや超音波センサーが必要、或いは、カメラが、３Ｄセン
サーとして構成されていなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２００４０１８０８８号明細書
【特許文献２】国際公開第２０１２／１１００３０号
【特許文献３】国際公開第２０１３／１１７１８６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　よって本発明の課題は、様々な車載カメラ・システム構成において、例えば、モノカメ
ラのみのシステムを使用している場合であっても、最適な路面状態識別を、或いは、そこ
から導き出される摩擦係数推定を可能にできるカメラを用いた路面状態割出方法を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の基になったアイデアは、カメラ・システムと画像処理を用いて、車両によって
該路面を通過する時に、特定の路面被覆物がそこに存在ことを示唆する間接的な証拠を集
中的に検出すると言うアイデアである。ここで言う路面被覆物とは、例えば、雪、雨水、
氷、落ち葉、粉塵など、（アスファルト、タール、コンクリートなどの）路面を（カバー
やカーペットの様に）面状に覆うメディアや物体のことである。面状の被覆物は、該メデ
ィアや物体からなるカバーやカーペットであると言うこともできるが、路面全面が覆われ
ている必要はない。様々な路面被覆物は、車両がその上を通過する際、様々な特徴的な挙
動を示す。これらのうち幾つかは、カメラによって観察乃至検出した後、画像評価によっ
て認識乃至特定することが可能であり、これに基づいて、路面被覆物の存在及び種類を割
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り出すことが可能である。
【００１２】
　車載カメラ・システムを用いた路面被覆物を同定するための本発明に係る方法は、以下
のステップを包含している：
車載カメラ・システムによって、車両周辺部の少なくとも一枚の画像を撮影するステップ
。該少なくとも一枚の画像が、該車載カメラ・システムを備えた車両が、或いは、他の車
両が、該路面を通過している時に、路面被覆物の存在を示す間接的証拠を割り出すために
、評価されるステップ。割り出された間接的証拠が、路面被覆物の同定の際に考慮される
ステップ。路面被覆物の同定結果が、好ましくは、直接的な路面状態識別と、クラス分類
やニューラルネットワークのアプリケーションと組み合され、ドライバー・アシスタント
機能、車両制御機能、或いは、ドライバーに対して情報として出力されるステップ。尚、
該ドライバー・アシスタント機能には、特に、衝突警告、緊急ブレーキ、非常操舵が、包
含され、車両制御機能には、搭乗者保護対策（エアバック・プレ制御、ブレーキ・プレ制
御、シートベルトテンショナー・プレ制御）、並びに、（部分）自律的ブレーキ、及び／
或いは、操舵介入が包含されている。本発明の好ましい使用形態においては、割り出され
る間接的証拠、乃至、路面被覆物の同定結果は、ドライバー・アシスタント機能や車両制
御機能の設計にも考慮される。
【００１３】
　路面被覆物は、実際の摩擦係数に対して大きく影響する。よって、路面被覆物の同定結
果は、特に、画像に映っている路面領域の摩擦係数の推定において、或いは、他の方法に
よって割り出されるリアルタイムの、或いは、予測的に割り出される摩擦係数において考
慮されることが好ましい。フリクション係数、摩擦トルク係数、付着力、摩擦率などとも
呼ばれる摩擦係数は、道路表面と車両のタイヤの間の負荷に対して（例えば接線方向に）
どれほどの力を最大伝達することができるかを示す数値であり、走行安全に大きく関与す
るものである。但し、摩擦係数を正確に割り出すには、路面状態に加え、タイヤの特性値
も必要ではある。
【００１４】
　ある有利な実施形態によれば、画像中の路面、車両、車両ガラスへの降水（例えば、雨
、雪、雹や霧）の影響が、間接的証拠として、画像処理によって割り出される。
【００１５】
　降水の種類と量は、画像処理によって割り出すことができる。好ましくは、カメラ・シ
ステムの検出方向を、その時点の自動車の走行方向とリンクさせることも可能である。即
ち、画像評価の際に、フロント・カメラによって激しい雨が割り出された場合、前方の路
面は、濡れていると判断できる。
【００１６】
　ある好ましい実施形態においては、車両の少なくとも一つのタイヤが通過する時の路面
被覆物への影響が、間接的証拠として画像処理によって割り出される。ここで言う影響と
は、特に、車両が通過する際の、正確には、車両の少なくとも一つのタイヤが通過する際
の、路面被覆物が存在している道路表面の変化のことである。
【００１７】
　好ましくは、路面被覆物の存在を示す間接的証拠を得られる少なくとも一枚の画像の、
少なくとも一つの領域が、割り出される。該画像領域とは、特に、通過する車両も含まれ
る、或いは、該車両の（横或いは後ろの）近傍の領域である。
【００１８】
　尚、少なくとも一枚の画像内の該領域は、各々一種の路面被覆物に帰属するクラスの集
合に対して割り出された間接的証拠を描写する分級手段に供給されることが好ましい。
【００１９】
　ある有利な実施形態によれば、車載カメラ・システムは、自車両の周辺部の後方への、
及び／或いは、側方への捕捉領域も有している。ここで言う自車両とは、該車載カメラ・
システムを搭載している車両のことである。この対策により、自車両が該路面を通過して
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いる時に、路面被覆物の存在を示す間接的証拠を、画像評価によって割り出すことが可能
になる。この際、画像評価は、路面被覆物の存在が、それぞれの特徴的な効果を示す特定
の領域に、即ち、例えば、バックカメラが撮影するタイヤの後ろや、自車両後方の領域、
或いは、サイドカメラが撮影する自車両のタイヤの側方に限定されることが好ましい。
【００２０】
　本実施形態の長所は、路面被覆物の同定のために、車載カメラ・システムの捕捉領域内
における他車両の存在に頼らなくても良いことである。
【００２１】
　ある好ましい実施形態においては、前方を走行している、前方を横切っている、或いは
、前方から向かってくる車両が、該路面を通過している画像を評価することによって、路
面被覆物の存在を示す間接的証拠を割り出せるように、該車載カメラ・システムは、自車
両前方への捕捉領域を有している。
【００２２】
　この際、前方を走行している車両の後部及び／或いは側部、或いは、前方から向かって
くる車両の前部及び／或いは側部が映っている画像領域に画像評価を限定することも、特
に好ましく可能である。尚、画像内において路面とタイヤが接触しているゾーンを基に、
関連する画像領域を割り出すことも好ましく可能である。
【００２３】
　本実施形態の長所は、路面被覆物の予測的同定が可能なことである。
【００２４】
　該路面を通過する際に巻き上げられた路面被覆物の内容物も、路面被覆物の存在を示す
間接的証拠に包含されることが好ましい。例としては、特に、飛び散る水や雪のぬかるみ
、噴霧や飛沫、巻き上げられた雪、落ち葉、砂や粉塵の認識などが挙げられる。
【００２５】
　ある好ましい実施形態によれば、路面被覆物の存在の間接的証拠には、前方を走行して
いる、前方を横切っている、或いは、前方から向かってくる車両が該路面を通過したこと
に起因する車載カメラ・システムの視野内における見通しの妨害も包含される。
【００２６】
　路面被覆物に残るタイヤの跡も、車両が該路面を通過している時の路面被覆物の存在を
示す間接的証拠に包含されることが好ましい。この様なタイヤの跡は、特定の路面被覆物
の場合、走行している車両のタイヤの直ぐ後ろに形成され、例えば、被覆物が雪である場
合には、タイヤの跡である轍の中に、タイヤのトレッドパタンの跡形が認識できる場合す
らあり得る。
【００２７】
　また、路面被覆物の存在の同定においては、車両が該路面を通過している時の路面被覆
物の存在を示す間接的証拠以外にも、様々な路面被覆物の付加的、典型的、汎用的特徴を
検出し、考慮することも利点を有している。ここで言う特徴とは、それぞれの路面被覆物
において独特であり、車両が通過しなくてもカメラ画像内において認識可能な、例えば、
トポロジーや表面的特徴、雨の場合では、水溜りやその反射などのことである。特に、前
方から向かってくる車両の前照灯は、雨でぬれている、或いは、凍っている路面では、乾
燥している路面よりも強く反射される。
【００２８】
　上記分級手段には、割り出された間接的証拠をそれぞれの路面被覆物に帰属させること
ができるようにトレーニングされたニューラルネットワークが、包含されていることが好
ましい。尚、該ニューラルネットワークは、間接的証拠を、路面被覆物の特定のクラスに
帰属させることを、恒常的に学び続けることが特に好ましい。
【００２９】
　本発明の有利な発展形態によれば、路面被覆物の同定結果が、路面状態識別の、或いは
、路面クラス分類の結果と組み合わされた上で、摩擦係数推定が実施される。該路面状態
識別、或いは、路面クラス分類は、特に、路面のマテリアルと道路表面の幾何学的特徴、
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例えば、荒い或いは滑らかなタール、アスファルト、コンクリート、場合によっては、轍
の存在も同定するものであるが、これらは、同一の車載カメラ・システムから得られた画
像データを基に実施されることが特に好ましい。
【００３０】
　本発明は、車載カメラ・システム、評価ユニット、同定ユニット、並びに、出力ユニッ
トを包含する路面被覆物を同定するための装置にも関する。該車載カメラ・システムは、
車両周辺部の少なくとも一枚の画像を撮影できるように構成されている。該評価ユニット
は、降水によって、及び／或いは、車両（Ｅ，　Ｆ）が該路面を通過することによって路
面被覆物の存在を示す間接的証拠を割り出すために、該少なくとも一枚の画像の評価を実
施できるように構成されている。該同定ユニットは、割り出された間接的証拠を考慮した
うえで路面被覆物を同定することができるように構成されている。該出力ユニットは、同
定ユニットが得た結果を出力できるように構成されている。評価ユニット、同定ユニット
並びに出力ユニットは、車載カメラ・システムの制御装置、或いは、他の車載制御装置の
構成部品であることが特に好ましい。
【００３１】
　以下、本発明を、図面と実施例に基づいて詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】雨によって濡れている路面を通過する際の車両タイヤのバイナリ化された画像を
模式的に示している図である。
【図２】車両の複雑なカメラ・システムの様々な捕捉領域を示している図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図１には、雨によって濡れている路面を通過する際の車両タイヤを写したカメラ画像の
白黒画像が、示されている。該車両タイヤは、ホイール（白、円形）上にあり、車両は、
向かって右側に移動している。また、水に覆われたと面を通過する際に、タイヤによって
押しのけられ、加速された水滴および水の軌跡（白い点と線）が、認識できる。濡れた道
路を通過する時には、車両タイヤから水が飛び散っている。タイヤは、路面にある水を、
高い面圧力によって全方向に押しのける。特に、そのタイヤに相当するより高い面圧力を
有する乗用車よりもより多くの水を押しのけるトラックにおいて、この現象は顕著である
。水の大半は、車両タイヤの走行方向に対して後ろと横に飛び散る。そしてこの現象が、
上記の場所において車載カメラによって検出され、画像処理によって、飛び散っている水
として認識されることにより、雨水層が、路面被覆物であると推定される。
【００３４】
　雪のぬかるみが路面上に存在する場合も同様に、雪のぬかるみの飛散が形成され、検出
、認識されることができる。
【００３５】
　路面被覆物によっては、例えば、路面が濡れているのではなく湿っているだけの場合、
且つ、道路表面が特定のストラクチャーの場合には、通過時に水の飛散は見られず、代わ
りに、噴霧や飛沫、或いは、これらの双方が、形成される。この様な場合も車載カメラに
よって検出し、画像処理によって、噴霧や飛沫として認識できる。
【００３６】
　新雪や粉雪に覆われた道路を通過する場合、車両の側方には、雪の渦が形成され、車両
後方には、雪のたなびきが広がる。
【００３７】
　他の路面被覆物も、例えば、落ち葉の層や舗装された路面上の砂も、通過時に、舞い上
げられるため、車載カメラによって検出し、認識されることができる。
【００３８】
　何種類かの路面被覆物のケースでは、付加的に、更なる間接的証拠を、カメラ画像内で
割出し、同定できる、例えば、濡れた或いは雪に覆われた路面を通過した場合、或いは、
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雪のぬかるみを通過した場合には、走行している車両の後ろにタイヤの跡が形成され、場
合によっては、例えば、薄い雪の層の場合には、タイヤの轍の中に、タイヤのトレッドパ
タンの跡形が認識できる場合すらあり得る。更には、雨や雪、雹だけでなく霧と言った降
水も、カメラ画像内で、路面状態の間接的証拠として検出できる。
【００３９】
　様々なカメラ画像から割り出された、路面被覆物の存在を示す間接的証拠を、路面被覆
物の種類のクラス分類時に考慮することが好ましい。
【００４０】
　夫々のクラスは、大まかに（路面被覆物無し／水／雪）、或いは、詳細に（例えば、雪
：５ｍｍ以下の粉雪、５ｍｍを超える粉雪、固まった雪、雪のぬかるみ）分類されること
ができる。この分類は、特に、クラスの分類と平均的摩擦係数に依存して、或いは、ある
サブクラスから別のサブクラスに移行する時の帰属されている平均的摩擦係数の変化に依
存して実施することも好ましい。
【００４１】
　図２は、第一車両（Ｅ）の中や外に配置されているカメラ・システムの捕捉領域（１ａ
－１ｆ，　２，　３）を示している。第一車両（Ｅ）の走行方向には、側方にずれて、第
二車両（Ｆ）が、走行している。第一車両（Ｅ）のカメラ・システムは、三つの異なるカ
メラ・システム（１，　２，　３）、即ち、合わせることにより車の周り３６０°の捕捉
を可能にする６つの個別の広角な捕捉領域を有するカメラセンサー（１ａ　－　１ｆ）を
包含するサラウンドビューシステム（１）、前方に向けられた捕捉領域（２）を有するフ
ロント・カメラ、並びに、後方に向けられた捕捉領域（３）を有するリア・カメラを包含
している。
【００４２】
　走行方向前方に向けられた捕捉領域（１ａ，　１ｂ，　２）を有するカメラ・センサー
により、前方を走行中の車両（Ｆ）、或いは、対向して走ってくる車両（図示せず）が、
該路面を通過する時に、路面被覆物の存在を示す間接的証拠を検出することができる。
【００４３】
　この方法は、予測的な路面被覆物同定が可能であると言う長所を有している。フロント
・カメラとしては、捕捉された画像の空間的分析が可能なステレオ・カメラが採用される
ことが好ましい。例えば、飛び散った水などのオブジェクトは、その空間的な形状と広が
りに関して分析されることができ、これにより、存在している路面被覆物のクラス分類が
改善できる。
【００４４】
　路面被覆物の割り出しのための画像処理は、路面とタイヤの接触ゾーンがあるカメラ画
像の一つの乃至複数の領域に制限されることが好ましい。
【００４５】
　前方を走行している車両（Ｆ）の場合、前方を走行している車両のリア部分がある一つ
の画像領域を評価することができる。
【００４６】
　走行方向後方乃至側方に向けられた捕捉領域（３，　１ｅ，　１ｆ；　１ｃ，　１ｄ）
を有するカメラ・センサーによれば、自車両（Ｅ）のタイヤが該路面を通過する時に路面
被覆物の存在を示す間接的証拠を割り出すことが可能である。
【００４７】
　この方法の長所は、前方或いは並行するレーンを走行している他車両（Ｆ）に頼ること
なく、自車両（Ｅ）が原因の影響を、後方及び／或いは側方に向けられたセンサーによっ
て検知し、認識し、他車両（Ｆ）に依存することなく、リアルタイムに関連する路面被覆
物を割り出せることである。将来的に車両には、ドライバーに例えば鳥瞰的な「トップ・
ビュー」として表示することのできるサラウンドビューを捕捉できる３６０°カメラ・セ
ンサーが、ますます搭載されるため、信頼性の高い路面被覆物の割り出しは、現実的と言
える。



(9) JP 2017-503715 A 2017.2.2

　

【図１】

【図２】
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